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代表取締役社長 鵜池 貴司 

 
 日鉄鉱業株式会社(以下、「承継会社」という。) および四浦珪石株式会社(以下、
「分割会社」という。) は、2026 年 1 月 30 日付で締結した吸収分割契約に基づき、
2026 年 4 月 1 日を効力発生日として、分割会社の仁宅地区けい石事業に関する資産、
負債、契約およびそれらに付随する権利義務を承継会社に承継させる吸収分割(以下、
「本件会社分割」という。)を行うことといたしました。 

本件分割に係る会社法第 794 条第 1 項および会社法施行規則第 192 条、並びに会社
法第 782 条第 1 項および会社法施行規則第 183 条に定める事前開示事項は、次のとお
りです。 
 
1. 本件会社分割契約の内容 
 本件会社分割契約の内容は、別紙 1 の通りです。 
 
2. 分割対価の相当性に関する事項 

本件会社分割に際しては、承継会社は分割会社へ株式およびその他資産の割当を行
いません。承継会社は分割会社の発行済株式全部を保有していることから相当である
と判断しております。 
 
3. 株式を分割会社の株主に交付する旨の決議に関する事項 

該当事項はございません。 
 
4. 新株予約権の定めの相当性に関する事項 

該当事項はございません。 
 
 



5. 承継会社に関する事項 
 （1）最終事業年度に係る計算書類等の内容 
     承継会社は、有価証券報告書を関東財務局に提出しております。最終事業年 
    度に係る計算書類については、「金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の 

開示書類に関する電子開示システム（EDINET）」または、承継会社の下記
WEB サイトよりご覧ください。 
https://www.nittetsukou.co.jp/ir/library/securities_report.html 

 
 （2）最終事業年度の末日後の日を臨時決算日とする臨時計算書類等の内容 
     該当事項はございません。 
 
 （3）最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財 
    産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容 
     ①期末配当の実施 
      2025 年 6 月 27 日開催の第 111 回定時株主総会にて決議されました内容 

に基づき、以下の通り期末配当を実施いたしました。 
 

株式の種類：普通株式 
配当金の総額：2,110 百万円 
1 株あたり配当額：134 円 
効力発生日：2025 年 6 月 30 日 

 
②株式分割の実施 

      2025 年 8 月 29 日開催の取締役会にて決議された内容に基づき、株式分 
割を以下の通り実施いたしました。 

 
・株式分割の方法 

2025 年９月 30 日を基準日として、同日の最終の株主名簿に記載又は
記録された株主の所有する当社普通株式１株につき、５株の割合をもっ
て分割いたしました。 
 

     ・分割により増加した株式数 
      株式分割前の発行済株式総数   16,704,638 株  

今回の分割により増加する株式数   66,818,552 株  
株式分割後の発行済株式総数      83,523,190 株 



           ・分割の日程 
       基準日公告日 2025 年 ９月 12 日 

 基準日       2025 年 ９月 30 日  
効力発生日   2025 年 10 月  １日 
 

③中間配当の実施 
       2025 年 11 月 7 日開催の取締役会にて決議された内容に基づき、第 112 

期(2025 年 4 月 1 日～2026 年 3 月 31 日)の中間配当を以下の通り実施 
いたしました。 

 
株式の種類：普通株式 
配当金の総額：1,843 百万円 
1 株あたり配当額：117 円 
効力発生日：2025 年 11 月 25 日 

      
     ④自己株式の消却 
      2025 年 11 月 7 日開催の取締役会にて決議された内容に基づき、以下の

通り自己株式の消却を行いました。 
 

消却した株式の種類：普通株式 
消却した株式の総数：3,523,190 株 
消却実施日：2025 年 11 月 28 日 

 
6. 分割会社に関する事項 
（1）最終事業年度に係る計算書類等の内容 
    別紙２の通りです。 
 
（2）最終事業年度の末日後の日を臨時決算日とする臨時計算書類等の内容 
    該当事項はございません。 
 
（3）最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財 
    産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容 
     ①期末配当の実施 
      2025 年 6 月 27 日に開催されました第 47 期定時株主総会にて決議さ 

れました内容に基づき、以下の通り期末配当を実施いたしました。 



株式の種類：普通株式 
配当金の総額：115 百万円 
1 株あたり配当額：5,750 円 
効力発生日：2025 年 6 月 30 日 

 
7. 効力発生日以後における承継会社および分割会社の債務の履行の見込みに関する事
項 
 (1) 承継会社の債務の履行の見込みについて 
    貸借対照表における承継会社の 2025 年 3 月 31 日現在の資産の額は 195,485 

百万円、負債の額は 68,522 百万円、純資産の額は 126,962 百万円であり、その 
後、これらの額に重大な変更は生じておりません。 
 本件会社分割により、承継会社が分割会社より承継する資産の額は 15 百万 
円、負債の額は 10 百万円となる見込みです。 
 また、本件会社分割の効力発生日までに当社の資産および負債の状態に重大 
な変動を生じる事態は現在のところ予測されていません。 
 以上より、本件会社分割後における当社の資産の額は負債の額を十分に上回 
る見込みです。 
 以上の点、並びに、当社の収益状況およびキャッシュフロー等にかんがみ 
て、当社の負担する債務については、本件会社分割の効力発生日以降も履行の 
見込があると判断します。 

 
(2) 分割会社の債務の履行の見込みについて 
   分割会社の 2025 年 3 月 31 日現在の貸借対照表における資産の額は 374 百万 

円、負債の額は 68 百万円、純資産の額は 306 百万円であり、その後、これら 
の額に重大な変動は生じておりません。 
 本件会社分割により、分割会社が承継会社に対して移転する資産の額は 15 百 
万円、負債の額は 10 百万円となる見込みです。 
 また、本件会社分割の効力発生日までに分割会社の資産および負債の状態に
重大な変動を生じる事態は現在のところ予測されていません。 
 以上より、本件会社分割後における分割会社の資産の額は負債の額を十分に 
上回る見込みです。 

以上の点、並びに、分割会社のキャッシュフロー等に鑑みて、同社の負担す
る債務については、本件会社分割の効力発生日以降も履行の見込があると判断
します。 

 



8. 本件会社分割が効力を生ずる日までの間に、上記事項に変更が生じた場合におけ
る変更後の当該事項 

変更がありましたら直ちに開示いたします。 
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